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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エンジン（１０）に備えられた発熱体（１７）の温度を制御する発熱体制御装置（３０
）であって、
　前記発熱体に一定の電力を供給することで前記発熱体の温度を目標温度に制御する温度
制御部（Ｓ１４）と、
　前記目標温度における前記発熱体の抵抗値を目標抵抗値として取得する抵抗値取得部（
Ｓ１６）と、
　前記発熱体の抵抗値が前記目標抵抗値に維持されるよう、前記発熱体の抵抗値を制御す
る抵抗制御部（Ｓ１７）と、を有し、
　前記温度制御部は、前記エンジンの始動要求が行われた後、前記エンジンの始動前に前
記発熱体に対して前記一定の電力を供給し、
　前記抵抗制御部は、
　前記発熱体の抵抗値を、前記エンジンの始動前に前記発熱体に対して前記一定の電力を
供給することで求められた前記目標抵抗値に維持し、
　前記抵抗値取得部が取得する前記発熱体の抵抗値の変化量が所定範囲に収まった場合に
、前記発熱体に対する前記抵抗値の制御を実施する、発熱体制御装置。
【請求項２】
　前記発熱体は、前記エンジンに複数設けられている、請求項１に記載の発熱体制御装置
。
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【請求項３】
　前記温度制御部は、前記発熱体に対する前記一定の電力の供給前に、前記発熱体を所定
時間昇温する、請求項１又は請求項２に記載の発熱体制御装置。
【請求項４】
　前記温度制御部は、前記エンジンが停止されてから再始動するまでの期間が短くなるに
従い、前記再始動後の前記発熱体を昇温する期間を短くする、請求項３に記載の発熱体制
御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エンジンに備えられる発熱体の温度を制御する発熱体制御装置、及びエンジ
ン制御システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、エンジンでは、冷間始動時における燃焼性能を確保する等の理由から、各部を所
定の温度に保持する発熱体が備えられている。発熱体は、制御装置を介して電源と接続さ
れており、この制御装置により温度が一定となるよう制御される。
【０００３】
　特許文献１には、発熱体の一例であるグロープラグの温度制御が開示されている。特許
文献１の温度制御では、まず、グロープラグが使用されるタイミングで、新たに交換され
たグロープラグの所定の温度における抵抗値が取得され目標抵抗値とする。次に、制御部
は、このグロープラグを目標温度に到達させるために必要な目標電力量を取得する。そし
て、制御部は取得された目標電力量をグロープラグに投入しグロープラグを目標温度とな
るように制御する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－３８４１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　例えば、エンジンは気筒毎に複数の発熱体を備えているが、発熱体は個体差がありその
抵抗値にばらつきが存在する。また、発熱体は使用を継続することで経年劣化し、抵抗値
を変化させる。抵抗値に経年変化があると発熱体の抵抗値を設定した値になるよう制御し
ても、発熱体の温度が変化してエンジン冷間始動時の燃焼性能を確保できなくなってしま
う虞がある。そのため、特許文献１に記載したように、発熱体の交換後、１度だけこの発
熱体の抵抗値を取得し制御する方法では、経年劣化などによる抵抗値の変化に対応できず
、発熱体を交換して抵抗値取得作業を実施しないかぎり各発熱体の温度制御が適正に実施
されない虞がある。
【０００６】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、経年劣化等により発熱体の抵抗値が
変化した場合でも、発熱体の温度のばらつきを特別な作業を必要とせず、自動的に少なく
することができる発熱体制御装置、又はエンジン制御システムを提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために本発明では、エンジンに備えられた発熱体の温度を制御する
発熱体制御装置であって、前記発熱体に一定の電力を供給することで前記発熱体の温度を
目標温度に制御する温度制御部と、前記目標温度における前記発熱体の抵抗値を目標抵抗
値として取得する抵抗値取得部と、前記発熱体の抵抗値が前記目標抵抗値に維持されるよ
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う、前記発熱体の抵抗値を制御する抵抗制御部と、を有し、前記温度制御部は、前記エン
ジンの始動要求が行われた後、前記エンジンの始動前に前記発熱体に対して前記一定の電
力を供給し、前記抵抗制御部は、前記エンジンの始動前に前記発熱体に対して前記一定の
電力を供給することで求められた前記目標抵抗値に、前記発熱体の抵抗値を維持する。
【０００８】
　上記のように構成された発明では、温度制御部が発熱体に対して一定の電力を供給する
ことで発熱体の温度が供給電力量と相関する所定の温度で定常状態となる。発熱体の温度
が定常状態となると、温度とともに変化していた発熱体の抵抗値は個々のばらつきに応じ
た値に収束する。また、発熱体に対する供給電力が一定であり、同じ仕様の発熱体では放
熱特性も一定であるため、発熱体の温度が物性に応じた温度に収束する。即ち、この状態
で取得される発熱体の各抵抗値は、発熱体の温度を一致させた状態で得られたものとなる
。そして、抵抗制御部は発熱体の抵抗値が定常状態における抵抗値に維持されるよう、発
熱体の抵抗値を個別に抵抗値制御する。そのため、経年劣化等に伴い発熱体に抵抗値の変
化が生じる場合でも、発熱体の温度を所定の範囲に維持することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】エンジン制御システムの全体概略を示す構成図。
【図２】ＧＣＵの回路構成を示す概略図。
【図３】グロープラグ１７に対する制御を説明する図。
【図４】グロープラグ１７に対する制御を示すフローチャート。
【図５】グロープラグ１７に対する制御において各値の変化を示す動作チャート。
【図６】第２実施形態に係るＧＣＵ３０の動作を説明する動作チャート。
【図７】ＩＧオフ後の所定期間において実施される処理を示すフローチャート。
【図８】ステップＳ２４において実施される処理を説明する図。
【図９】ステップＳ３１で実施される昇温時間Ｔｉｍ＿ｒの設定を説明する図。
【図１０】第３実施形態に係るＧＣＵ３０が定電力制御と抵抗制御を実施するタイミング
を示す動作チャート。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　（第１の実施形態）
　以下、本発明を具体化した第１の実施の形態について図面を参照しつつ説明する。本実
施形態は、ディーゼルエンジンを対象にエンジン制御システムを構築するものである。な
お、以下の実施形態相互において、互いに同一もしくは均等である部分には、図中、同一
符号を付しており、同一符号の部分についてはその説明を援用する。
【００１１】
　図１は、本実施形態におけるエンジン制御システムの全体概略を示す構成図である。エ
ンジン制御システム１００は、エンジン１０と、バッテリ２１と、グローコントロールユ
ニット３０（以下、ＧＣＵとも記載）と、ＥＣＵ（Electronic Control Unit）５０と、
を備えている。
【００１２】
　エンジン１０は、内燃運動を行う周知の内燃機関であり、例えば、この実施形態では、
４気筒のエンジンとして説明される。図１において、エンジン１０の吸気ポート及び排気
ポートにはそれぞれ吸気バルブ１１及び排気バルブ１２が設けられている。燃焼室１４に
は、燃料噴射弁１６の先端部が突出されており、この燃料噴射弁１６により燃料供給が行
われる。そして、燃焼室１４内の圧縮に伴い燃料が自己着火して燃焼が行われる。また、
吸気バルブ１１の開動作により空気が吸気管（吸気通路）１３から燃焼室１４内に導入さ
れ、排気バルブ１２の開動作により燃焼後の排ガスが排気管（排気通路）１５に排出され
る。
【００１３】
　エンジン１０の燃焼室１４には発熱体として機能するグロープラグ１７が配置されてい
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る。グロープラグ１７は、例えば、セラミックス製のヒータを有するセラミックグロープ
ラグである。グロープラグ１７は、その先端部が燃焼室１４に突出して配置されており、
発熱により燃焼室１４内のガスを暖めることでエンジン１０の燃料の着火性を向上させる
。本実施形態では、各気筒にそれぞれ配置された４つのグロープラグを備えており、各グ
ロープラグを区別するときは、１７♯１，１７♯２，１７♯３，１７♯４の符号を付すも
のとする。ここで、グロープラグ１７の温度と記載するときは、グロープラグ１７におけ
るヒータの温度を意味し、グロープラグ１７の抵抗と記載するときは、ヒータの抵抗を意
味する。
【００１４】
　ＧＣＵ３０は、グロープラグ１７への電力の供給を制御する。ＧＣＵ３０は、グロープ
ラグ１７とバッテリ２１とにそれぞれ接続されており、このＧＣＵ３０によりバッテリ２
１からグロープラグ１７への通電が制御される。なお、ＧＣＵ３０の詳細な構成について
は後述する。
【００１５】
　バッテリ２１は、電源として機能し、エンジン制御システム１００の各部に電力を供給
する。バッテリ２１は、例えば、直流電源を供給する鉛蓄電池であり、図示されたＧＣＵ
３０やＥＣＵ５０の他、不図示の負荷に対しても電力を供給する。
【００１６】
　バッテリ２１とＥＣＵ５０及びＧＣＵ３０との間にはメインリレー２６が介在している
。メインリレー２６は、バッテリ２１とＥＣＵ５０及びＧＣＵ３０とを繋ぐ経路を開閉す
る開閉器としても機能する。メインリレー２６は、例えば、経路を繋ぐスイッチと、この
スイッチを作動させるソレノイドとで構成されている。
【００１７】
　ＥＣＵ５０は、エンジン制御システム１００の駆動を統合的に制御する。ＥＣＵ５０は
、例えば、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等を備えるマイクロコンピュータを主体として構成さ
れ、ＲＯＭに記憶された各種の制御プログラムを実行することで、エンジン運転状態に応
じてエンジン１０の各種制御を実施する。具体的には、ＥＣＵ５０は、エンジン１０にバ
ッテリ２１を繋ぎ、始動要求を生じさせるＩＧ（イグニッション）スイッチ２５、クラン
ク軸１８の回転角度を検出するクランク角センサ２２、エンジン水温を検出する水温セン
サ２３、外気温を検出する外気温センサ２４、と接続されている。
【００１８】
　また、ＥＣＵ５０は、グロープラグ１７への電力供給に関して、都度のエンジン運転状
態に基づいて指令入力ＳＩを算出してＧＣＵ３０に出力する。エンジン運転状態として具
体的には、エンジン回転速度やエンジン水温、外気温、燃料噴射量等が挙げられる。
【００１９】
　次に、ＧＣＵ３０について詳細に説明する。図２は、ＧＣＵ３０の回路構成を示す概略
図である。ＧＣＵ３０は、バッテリ端子４１及び制御系電源端子４２を介してバッテリ２
１と接続され、このバッテリ端子４１及び制御系電源端子４２を介してバッテリ２１から
電力の供給を受ける。この内、制御系電源端子４２はメインリレー２６を介してバッテリ
２１と接続されている。また、ＧＣＵ３０は、通信端子４３，４４を介してＥＣＵ５０と
接続され、この通信端子４３，４４を介してＥＣＵ５０との間で通信を行う。そして、Ｇ
ＣＵ３０は、出力端子４６を介してグロープラグ１７に接続されている。なお、ＧＣＵ３
０は、グランド端子４５を介して、グランドと接続されている。
【００２０】
　ＧＣＵ３０は、その機能として、スイッチング部３１、電圧検出部３２、電流検出部３
４、制御部３７を備えている。例えば、ＧＣＵ３０はワンチップマイコンにより構成され
、上記したスイッチング部３１、電圧検出部３２、電流検出部３４、制御部３７はこのワ
ンチップマイコンの機能ブロックとして構成されている。なお、ＧＣＵ３０はマイコンに
より構成されるものに限定されず、上述した各部をハードウェア回路により構成するもの
であっても良い。
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【００２１】
　ＧＣＵ３０は、グロープラグ１７♯１～１７♯４毎に、スイッチング部３１、電圧検出
部３２、電流検出部３４を備えている。なお、図２では、便宜上、グロープラグ１７♯１
に対応するスイッチング部３１、電圧検出部３２、電流検出部３４を記載し、他のグロー
プラグ１７♯２～１７♯４に対応する構成は記載を省略している。
【００２２】
　スイッチング部３１は、オン・オフ動作によりグロープラグ１７の給電を制御する。ス
イッチング部３１は、例えばＭＯＳトランジスタからなるスイッチ素子ＴＲを備えている
。スイッチ素子ＴＲのドレインはバッテリ端子４１を介してバッテリ２１と接続され、そ
のソースは出力端子４６を介してグロープラグ１７に接続されている。また、スイッチ素
子ＴＲのゲートは制御部３７の出力端子に接続されている。
【００２３】
　電圧検出部３２は、グロープラグ１７の電圧値Ｖｇを検出し、制御部３７に出力する。
電圧検出部３２の検出端子はスイッチング部３１のソースと出力端子４６とを繋ぐノード
に接続され、その出力端子は制御部３７の入力端子に接続されている。
【００２４】
　電流検出部３４は、グロープラグ１７の電流値Ｉｇを検出する。この実施形態では、電
流検出部３４は、バッテリ２１からの通電時（スイッチング部３１のオン時）及びバッテ
リ２１からの非通電時（スイッチング部３１のオフ時）の電流を検出できるよう、異なる
部位（通電時電流検出部３５、非通電時電流駆動部３６）を備えている。
【００２５】
　通電時電流検出部３５は、バッテリ２１からの通電時におけるグロープラグ１７の電流
値を検出する。通電時電流検出部３５は、例えば、センス抵抗Ｒ１とこのセンス抵抗Ｒ１
の両端の値を演算する演算アンプＯＰとを備えている。センス抵抗Ｒ１の一端は、スイッ
チ素子ＴＲのセンス端子に接続されている。演算アンプＯＰは、バッテリ２１による通電
時に、センス抵抗Ｒ１に生じる電圧値に応じた出力を制御部３７に出力する。この出力は
、グロープラグ１７の電流値に応じて値が変化するため、制御部３７は通電時電流検出部
３５からの出力と電圧検出部３２からの出力に基づいて印加電力を求めたり、グロープラ
グの発熱体の抵抗値を求めたりして、グロープラグ１７の電流値を制御することができる
。
【００２６】
　非通電時電流駆動部３６は、例えば、抵抗Ｒ２を備えており、この抵抗Ｒ２の一端は定
電流源に接続され、抵抗Ｒ２のもう一端はスイッチ素子ＴＲのソースと出力端子４６とを
繋ぐノードに接続されている。制御部３７は、スイッチ素子ＴＲのオフ時において、定電
流源からの電流を非通電時電流駆動部３６よりグロープラグ１７に流す。定電流源からの
電流はその値が一定であるため、制御部３７は、電圧検出部３２で検出したグロープラグ
１７に発生する非通電時の電圧値と、定電流源からの駆動電流と、から発熱体の抵抗値を
検出することができる。
【００２７】
　なお、グロープラグ１７の抵抗値Ｒｇが低い値である場合、非通電時電流駆動部３６の
抵抗Ｒ２はこのグロープラグ１７の抵抗値Ｒｇと同様に低い値であることが望ましい。ま
た、非通電時電流駆動部３６を定電流源に接続することは一例に過ぎない。これ以外にも
、非通電時電流駆動部３６は、定電圧源のみに接続され、抵抗Ｒ２とグロープラグ１７と
の抵抗値Ｒｇとの分圧比に応じた電流値をオペアンプ等を介して制御部３７に出力するも
のであってもよい。更には、非通電時電流駆動部３６を常に通電しておき、制御部３７は
スイッチ素子ＴＲがオンとなる通電時における電流を通電時電流検出部３５で求まる電流
値に定電流分を加算して制御してもよい。この場合、制御部３７は、グロープラグ１７へ
の通電と非通電時の発熱体の抵抗値の検出を電流出力と電圧検出のタイミングずれによる
誤差を抑えることができる。この場合、制御部３７と非通電時電流駆動部３６とは電気的
に接続されていなくともよい。
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【００２８】
　また、制御部３７は、電圧検出部３２で取得した電圧を、電流検出部３４および、非通
電時電流駆動部３６で取得した電流で除することでグロープラグ１７の抵抗値Ｒｇを検出
する。この実施形態では、制御部３７は、バッテリ２１からの通電時において、通電時電
流検出部３５により検出された電流Ｉｇを用いて抵抗値Ｒｇを検出する。また、制御部３
７は、バッテリ２１からの非通電時において、非通電時電流駆動部３６の駆動に応じて検
出された電流Ｉｇ（非通電時電流値）を用いて抵抗値Ｒｇを検出する。そのため、この実
施形態では、制御部３７が抵抗検出部としても機能する。
【００２９】
　制御部３７は、スイッチング部３１の駆動を制御する。制御部３７は、例えば、周知の
ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等よりなるマイクロコンピュータ（以下、マイコンという）を主
体として構成されている。制御部３７は、通信端子４３を介してＥＣＵ５０からの指令入
力ＳＩを受信し、各スイッチング部３１を動作させるゲート信号を出力する。例えば、こ
のゲート信号により、グロープラグ１７♯１～１７♯４には、所定周期（例えば３０ｍｓ
ｅｃ）毎に通電タイミングが到来するよう通電が行われる。また、制御部３７は、グロー
プラグ１７の異常診断時において異常を検出すると、通信端子４４を介してＥＣＵ５０に
診断結果を出力する。
【００３０】
　次に、グロープラグ１７の温度制御を、図３を用いて説明する。図３では、抵抗値にば
らつきが生じている４つのグロープラグ１７♯１～１７♯４に対する温度変化（図３（ａ
））と、抵抗値変化（図３（ｂ））とを示している。
【００３１】
　ＧＣＵ３０はＩＧスイッチ２５のオン操作（以下、ＩＧオンとも記載する。）毎に、一
定の温度となったグロープラグ１７を温度制御する（抵抗値制御）。また、この実施形態
では、ＧＣＵ３０は、グロープラグ１７の温度を定常状態での目標温度に保持するために
定電力制御がＩＧオン毎に最大電力で駆動する急速昇温動作の後に実施される。この定電
力制御は、不図示のスタータによるエンジン１０の始動（クランキング）が開始されるま
でなど、グロープラグ温度に影響を与える外乱が少ない期間において実施される。
【００３２】
　急速昇温は、グロープラグ１７の温度が増加するようグロープラグ１７を一定の時間ま
でバッテリ電圧を印加し急速昇温させる。例えば、急速昇温は、ＰＷＭ通電の駆動Ｄｕｔ
ｙを１００％で電圧を印加し、且つ、昇温を行う時間が所定値に設定されたオープン制御
により実施される。
【００３３】
　定電力制御は公知（特許４９４１３９１号）技術と同様に、所定の一定周期で通電をオ
ンし、電圧および電流から算出される積算電力が設定値になると通電をオフさせるよう、
オンとオフを繰り返す制御である。また、設定積算電力値に達したときの抵抗値を求める
。このように、電圧検出部３２で検出されるグロープラグ１７の電圧値Ｖｇ及び電流検出
部３４で検出されるグロープラグ１７の電流値Ｉｇに基づいて、供給電力が一定の値とな
るようグロープラグ１７に対する通電が制御される。この定電力制御は、図３（ａ）に示
すように、グロープラグ１７の温度が所定の範囲となる定常状態に達するまで継続される
。定常状態でのグロープラグ１７♯１～１７♯４の各温度は、グロープラグ１７の放熱特
性がほぼ同じであるためグロープラグ１７の比熱又は材質等により定まり、各グロープラ
グ１７♯１～♯４の各温度は同じ温度に収束する。一方で、図３（ｂ）に示すように、定
常状態に収束したときのグロープラグ１７の抵抗値Ｒｇ１～Ｒｇ４は、個々のバラツキや
経時変化などにより異なる値にばらついている。
【００３４】
　更に、定電力制御のオフ時に求めたグロープラグ１７の各抵抗値が所定の範囲内となっ
たことによりグロープラグ１７の温度が一定の定常状態となったと判定されると、定電力
制御で求めた各抵抗値を制御目標とした抵抗値制御によりグロープラグ１７の抵抗値が定
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電力制御時の定常状態での抵抗値に維持されるよう制御される。この第１実施形態では、
検出されたグロープラグ１７の各抵抗値Ｒｇ１，２，３，４を各制御目標値としてこの値
に維持されるよう抵抗値を検出しながらスイッチング部３１のオン・オフ制御が実施され
る。図３（ｂ）では、グロープラグ１７♯１～１７♯４に対してそれぞれ抵抗値Ｒｇ１～
Ｒｇ４が一定の範囲に維持され、グロープラグ１７の温度が定電力制御で収束させた温度
に保持される。
【００３５】
　次に、図３で示すグロープラグ１７に対する制御を図４に示すフローチャートを用いて
説明する。図４のＳ１２以降に示す処理は、ＩＧスイッチ２５がオンされる毎に、ＧＣＵ
３０により実施される処理を示す。図４に示すフローチャートにおいて、ＥＣＵ５０がス
テップＳ１２～Ｓ１５の処理を実施することで温度制御部として機能し、ステップＳ１６
の処理を実施することで抵抗値取得部として機能し、Ｓ１７の処理を実施することで抵抗
制御部として機能する。また、図５は、グロープラグ１７に対する制御において各値の変
化を示す動作チャートである。
【００３６】
　ステップＳ１１では、ＩＧオンを判定する。例えば、ＩＧスイッチ２５が操作されてメ
インリレー２６がオンされることで、ＧＣＵ３０にバッテリ２１からの電源が供給される
と、ＧＣＵ３０はＩＧオンを判定する。ＧＣＵ３０はこのＩＧオンにより、エンジン１０
に対する始動要求が生じたことを判定する。なお、ステップＳ１１では、ＩＧオンにより
ＥＣＵ５０が始動要求が生じたことを判定し、ＧＣＵ３０に通電指令を送信することでＧ
ＣＵ３０がエンジン１０に対する始動要求が生じたことを判定してもよい。
【００３７】
　ＩＧオンが判定された場合（ステップＳ１１：ＹＥＳ）、ステップＳ１２では、急速昇
温を実施する。図５（ａ）に示すように、急速昇温では、ＧＣＵ３０はＤｕｔｙが１００
％となるようスイッチング部３１制御し、このときのバッテリ電圧の印加によりグロープ
ラグ１７を昇温する。この急速昇温によりグロープラグ１７の温度は急速に上昇する。
【００３８】
　ステップＳ１３では、昇温時間Ｔｉｍ＿ｒの経過を判定する。ステップＳ１３における
昇温時間Ｔｉｍ＿ｒは、例えば、１００％のバッテリ電圧の印加でグロープラグ１７が所
定の温度に到達するのに必要な時間として予め定められた時間である。即ち、急速昇温を
この昇温時間Ｔｉｍ＿ｒだけ実施することで、グロープラグ１７の温度は急速に所定の温
度範囲に達することとなる。
【００３９】
　昇温時間Ｔｉｍ＿ｒが経過した場合（ステップＳ１３：ＹＥＳ）、ステップＳ１４では
、定電力制御を実施する。図５（ａ）に示すように、定電力制御が実施される期間では、
ＧＣＵ３０は、所定期間において検出された電圧値Ｖｇと電流値Ｉｇとを乗算して得たオ
ン期間の電力を積算し、所定の積算値で通電をオフし、一定周期で通電をオンすることで
、周期毎の積算電力が所定の積算値で一定となるようグロープラグ１７に対する通電を繰
り返し制御する。
【００４０】
　グロープラグ１７は投入される電力に応じて温められ、図５（ｂ）に示すようにその抵
抗値Ｒｇを変化させる。
【００４１】
　ステップＳ１５では、グロープラグ１７の抵抗値Ｒｇの変化を監視する。ＧＣＵ３０は
、抵抗値Ｒｇの監視を行う。この実施形態では、ＧＣＵ３０は、グロープラグ１７の通電
時では通電時電流検出部３５が検出する電流値Ｉｇ基づいて、又、非通電時では非通電時
電流駆動部３６の駆動による電流値Ｉｇに基づいて、ＧＣＵ３０は抵抗値Ｒｇを監視する
。なお、この実施形態では、ＧＣＵ３０はグロープラグ１７♯１～１７♯４のそれぞれの
抵抗値Ｒｇ♯１～♯４を監視する。
【００４２】
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　ステップＳ１５において、抵抗値Ｒｇの監視が継続される期間は、グロープラグ１７の
所定タイミングでの抵抗値Ｒｇが一定の範囲に収束するか否かに基づいて定常状態を判定
する。例えば、ＧＣＵ３０は、通電オフ直前の抵抗値Ｒｇを記憶しており、前回と今回と
の抵抗値Ｒｇの差が閾値以下となれば一定の範囲に収束したと判定する。図５（ｂ）では
、図中右側において、抵抗値Ｒｇが一定の範囲に収束しており、ＧＣＵ３０は収束判定を
行っている。なお、収束判定は、通電オン開始時の前回と今回との抵抗値の差が所定値以
下となった場合や、定電力制御のオン時間の前回と今回との差が所定値以下となった場合
、所定周期で別途計測したグロープラグ温度の前回と今回との差が所定値以下となった場
合、に収束したと判定してもよい。更に、抵抗値Ｒｇが所定回数連続して範囲内となった
ことで収束判定を実施してもよい。
【００４３】
　抵抗値Ｒｇの変化が収束した場合、ステップＳ１６では、このときの抵抗値Ｒｇを目標
抵抗値Ｔｇとして取得する。この目標抵抗値Ｔｇは、抵抗値制御におけるターゲットとな
る値である。この実施形態では、グロープラグ１７♯１～１７♯４に対してそれぞれ目標
抵抗値Ｔｇ♯１～Ｔｇ♯４がＩＧオン毎に取得される。なお、目標抵抗値Ｔgは抵抗値Ｒg
の収束点の直前の複数の値を平均化して求めても良い。
【００４４】
　ステップＳ１６における各グロープラグ１７♯１～１７♯４に対応する目標抵抗値Ｔｇ
♯１～Ｔｇ♯４の取得タイミングは、ステップＳ１５において、全てのグロープラグ１７
♯１～１７♯４の抵抗値Ｒｇが収束したことを条件に実施される。これ以外にも、ステッ
プＳ１５において、各グロープラグ１７♯１～１７♯４の抵抗値が個別に収束した場合に
、ステップＳ１６でそれぞれの目標抵抗値Ｔｇ♯１～Ｔｇ♯４が取得されるものであって
もよい。
【００４５】
　ステップＳ１７では、抵抗値制御を実施する。抵抗値制御では、ＧＣＵ３０は、各グロ
ープラグ１７♯１～１７♯４の抵抗値ＲｇがステップＳ１６で取得された対応する目標抵
抗値Ｔｇ（♯１～♯４）に近づくよう、グロープラグ１７に対する通電を制御する（図５
（ａ））。例えば、抵抗値Ｒｇが目標抵抗値Ｔｇよりも大きくなる場合、ＧＣＵ３０はバ
ッテリ電圧の通電をオフする。一方、抵抗値Ｒｇが目標抵抗値Ｔｇよりも所定値以上小さ
くなった場合、ＧＣＵ３０はバッテリ電圧の通電をオンする。なお、図５（ｃ）では、便
宜上、抵抗値制御における電力変化の記載を省略している。
【００４６】
　抵抗値制御は、ＩＧスイッチ２５の操作によりエンジン１０がオフ（ＩＧオフとも記載
する）されることで終了され、図４で示した処理を終了する。
【００４７】
　以上説明したようにこの第１実施形態に係るＧＣＵ３０（発熱体制御装置）によれば、
ＧＣＵ３０（温度制御部）がグロープラグ１７（発熱体）に対して定電力制御を実施する
ことで各グロープラグ１７の温度が所定の値に達して定常状態となる。グロープラグ１７
の温度が定常状態となると、グロープラグ１７の抵抗値は個々のばらつきに応じた値に収
束する。また、各グロープラグ１７に対する供給電力が一定であるため、各グロープラグ
１７の温度が物性に応じた温度に収束する。即ち、この状態で取得されるグロープラグの
各抵抗値は、各グロープラグ１７の温度を一致させた状態で得られたものとなる。そして
、ＧＣＵ３０（抵抗制御部）はグロープラグ１７の抵抗値が定常状態における抵抗値（目
標抵抗値）に維持されるよう、各グロープラグ１７の抵抗値を個別に抵抗値制御する。そ
のため、経年劣化等に伴いグロープラグ１７毎に抵抗値のばらつきが生じる場合でも、各
グロープラグ１７の温度を所定の範囲に維持することが可能となる。
【００４８】
　ここで、グロープラグ１７の経年劣化によりグロープラグ１７の抵抗値は長い時間で徐
々に変化する。そのため、ＩＧオンに伴う通電開始の都度、定電力制御を実施することで
、グロープラグ１７の温度を所定の範囲に維持するための抵抗値Ｒｇを取得することが可
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能となる。例えば、経年劣化が進行することで抵抗値Ｒｇが上昇した場合は、印加電流が
低下し定電力制御により印加される実効電圧が増加して、結果として同じ電力量が投入さ
れるため、経年劣化に伴う抵抗値Ｒｇの上昇前のグロープラグ１７と同じ温度となる抵抗
値Ｒｇが取得できる。そして、取得された抵抗値Ｒｇを用いた抵抗値制御によりグロープ
ラグ１７の温度を劣化前と同じ所定の範囲に維持することが可能となる。
【００４９】
　また、エンジンの始動要求前といった昇温動作に対する影響が少ない状態で、定電力制
御を所定時間実施することで、常に一定の電力がグロープラグ１７に印加される。そのた
め、経年劣化による抵抗値が変化したグロープラグ１７であってもその温度は常に物性に
応じた所定の温度に収束する。そして、このときの抵抗値Ｒｇを維持するための抵抗値制
御を実施することで、エンジン１０が始動されバッテリ電圧の変動や筒内気流によるグロ
ープラグ１７の温度変化が発生した場合でも、定電力制御の実施により得られた所定の温
度に対応し、且つ経年変化を含む抵抗値を狙いとした抵抗値制御が実施される。抵抗値制
御を実施すると電源電圧の変動や筒内気流による冷却などでグロープラグ１７の温度が変
化しても、グロープラグ１７の抵抗値を一致させるよう通電制御を実施する。その結果、
グロープラグ１７の温度を一定に制御できる。
【００５０】
　ここで、エンジン１０の始動要求とは、運転者がＩＧスイッチ２５を操作することでメ
インリレー２６がオンされる場合を意味し、エンジン１０を始動させる以外にも、いわゆ
るアイドリングストップ後のエンジン１０の再始動も含む概念である。また、エンジン１
０の始動に伴う外乱とは、例えば、エンジン１０のクランクシャフトの回転がスタータに
より開始されることで生じるバッテリ２１の急速な電圧低下や気筒内に発生する気流の流
れによるグロープラグ１７の冷却による温度の低下を意味している。
【００５１】
　・ＧＣＵ３０は、グロープラグ１７♯１～１７♯４の定電力制御前に、グロープラグ１
７♯１～１７♯４を所定時間だけ継続通電させ昇温する（急速昇温）。上記構成により、
グロープラグ１７♯１～１７♯４の温度を定常状態まで変化させるのに要する時間を短く
することができ、又、目標抵抗値を早い時間で求めることができ、抵抗制御を開始するま
でに要する時間を短くすることができる。
【００５２】
　・ＧＣＵ３０は、グロープラグ１７♯１～１７♯４の抵抗値の変化量が所定範囲に収ま
った場合、グロープラグ１７♯１～１７♯４に対して抵抗値制御を実施する。上記構成に
より、グロープラグ１７♯１～１７♯４の抵抗値が定常状態に至ったことを、抵抗値の変
化量から判定することができるため、判定に必要な処理を簡素化し、処理負荷を低減する
ことができる。
【００５３】
　（第２実施形態）
　エンジン１０が停止されてから再度、エンジン１０が始動されるまでの時間に応じて、
ＧＣＵ３０が目標抵抗値Ｔｇを新たに取得するか、すでに取得している目標抵抗値Ｔｇを
流用するかを切り替えるものであってもよい。
【００５４】
　図６は、第２実施形態に係るＧＣＵ３０の動作を説明する動作チャートである。図６で
は、ＩＧオンからＩＧオフまでの期間に応じて、グロープラグ１７の各温度制御（急速昇
温、定電力制御、抵抗値制御）の実施の有無が変化している。なお、期間ＴＡと期間ＴＢ
とは、ＴＡ＞ＴＢの関係を有している。
【００５５】
　例えば、時刻ｔ１で運転者がＩＧスイッチ２５を操作してＩＧオンが成立すると、ＧＣ
Ｕ３０は急速昇温を開始する。その後、ＧＣＵ３０が定電力制御を開始する前に時刻ｔ２
で運転者がＩＧスイッチを操作してＩＧオフが成立したとする。その後、期間ＴＡ経過後
に、時刻ｔ３でＩＧオンが成立すると、ＧＣＵ３０は急速昇温を再開し、時刻ｔ４におい
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て定電力制御を開始する。その後、時刻ｔ５においてグロープラグ１７が定常状態に達す
ると、求めた抵抗値Ｒgから目標抵抗値Ｔgを求めてＧＣＵ３０は目標抵抗値Ｔｇに一致す
るよう抵抗値制御を開始する。
【００５６】
　また、時刻ｔ６においてＩＧオフが成立したとする。このとき、期間ＴＢ後のメインリ
レー２６のオンが維持されている期間において、再度、ＩＧオンが成立すると（時刻ｔ７
）、ＧＣＵ３０は急速昇温を実施するが、定電力制御を実施することなく抵抗値制御を開
始する。すなわち、この状態において、ＧＣＵ３０は、前回（時刻ｔ５）で記憶した目標
抵抗値Ｔｇを用いて抵抗値制御を実施する。
【００５７】
　図７は、図６に示す処理を説明するフローチャートのうち、エンジン１０の停止後（Ｉ
Ｇオフ後）の所定期間において実施される処理を示すフローチャートである。例えば、図
７に示すフローチャートは、ＩＧオフが成立した後、ＧＣＵ３０により実施される処理で
ある。
【００５８】
　まず、ステップＳ２１では、ＩＧオフが成立してからの経過時間を取得する。経過時間
は、ＩＧオフ後の期間を判定するために取得され、図７に示す処理が繰り返される毎に更
新される。ＧＣＵ３０は、例えば、不図示のタイマーからの出力により経過時間を取得す
る。
【００５９】
　ステップＳ２２では、ＩＧオンを判定する。ＧＣＵ３０はＩＧオフ後に、ＥＣＵ５０か
ら再度のＩＧオンの指令入力ＳＩが送信されたか否かの判定を行う。
【００６０】
　ＩＧオンが判定されなければ（ステップＳ２２：ＮＯ）、ステップＳ２３に進む。一方
、ＩＧオンが判定されれば（ステップＳ２２：ＹＥＳ）、ステップＳ２４では、グロープ
ラグ１７の温度制御を実施し、処理を終了する。ステップＳ２４で実行される温度制御に
より、前回記憶されている目標抵抗値Ｔｇを流用する抵抗値制御が実施される。
【００６１】
　ステップＳ２３では、メインリレー２６がオフされるまでの時間が経過したか否かを判
定する。ＧＣＵ３０はステップＳ２１で更新される経過時間が、メインリレー２６がオフ
される時間が経過したか否かに基づいてステップＳ２３の判定を行う。時間経過していな
ければ（ステップＳ２３：ＮＯ）、メインリレー２６のオンは維持されているため、ＧＣ
Ｕ３０はステップＳ２１に戻り経過時間を更新する。一方、時間経過に達していれば（ス
テップＳ２３：ＹＥＳ）、メインリレー２６はその後オフされるため、処理を終了する。
【００６２】
　メインリレー２６のオフ後、再度、ＩＧオンが成立した場合、ＧＣＵ３０は、第１実施
形態同様、図４に示す処理を実施する。そのため、ＧＣＵ３０は、定電力制御（図４、ス
テップＳ１４）を実施することでグロープラグ１７における目標抵抗値Ｔｇを取得し、抵
抗値制御（図４、ステップＳ１７）を実施する。一方、ステップＳ２４の処理を実施する
場合、図８に示す処理が実施される。
【００６３】
　次に、メインリレー２６がオンされている期間内においてＩＧオンが成立した場合の処
理を、図８を用いて説明する。ステップＳ３１では、急速昇温を実施する期間である昇温
時間Ｔｉｍ＿ｒを設定する。この第２実施形態では、ＧＣＵ３０はＩＧオフが成立してか
らＩＧオンが成立するまでの期間の長さに応じて、昇温時間Ｔｉｍ＿ｒを変化させる。具
体的には、図７のステップＳ２１で更新されたカウント値に応じて昇温時間Ｔｉｍ＿ｒが
取得される。
【００６４】
　図９は、ステップＳ３１で実施される昇温時間Ｔｉｍ＿ｒの設定を説明する図である。
この第２実施形態では、ＧＣＵ３０は、例えば、図７のステップＳ２１で取得される経過
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時間が短いほど、昇温時間Ｔｉｍ＿ｒが短くなるようその値を設定する。経過時間が短い
ほど、グロープラグ１７の温度の低下量が少なく、グロープラグ１７の温度を上昇させる
と、グロープラグ１７の温度が過剰な温度となる虞がある。特に、昇温速度を高めること
を目的にグロープラグ１７を抵抗値の低い材質で形成している場合、グロープラグ１７の
温度を高め過ぎるとグロープラグ１７を劣化させる虞がある。そのため、この第２実施形
態では、ＩＧオフが成立してから再度のＩＧオンが成立するまでの期間に応じて、急速昇
温の実施時間を可変させている。
【００６５】
　図８に戻り、ステップＳ３２では、急速昇温を実施する。そのため、ＧＣＵ３０は、グ
ロープラグ１７に対する急速昇温をステップＳ３１で設定された昇温時間Ｔｉｍ＿ｒで実
施する。そして、ステップＳ３３では、ステップＳ３２で設定された昇温時間Ｔｉｍ＿ｒ
の経過を判定する。
【００６６】
　昇温時間Ｔｉｍ＿ｒが経過すると（ステップＳ３３：ＹＥＳ）、ステップＳ３４では、
記憶済みの目標抵抗値Ｔｇを読み出す。この実施形態においても、ＧＣＵ３０は、グロー
プラグ１７♯１～１７♯４のそれぞれの目標抵抗値Ｔｇを読み出す。
【００６７】
　ステップＳ３５では、抵抗値制御を実施する。抵抗値制御では、ＧＣＵ３０は各グロー
プラグ１７♯１～１７♯４の抵抗値ＲｇがステップＳ３４で読みだされた目標抵抗値Ｔｇ
（即ち、前回取得された目標抵抗値）に近づくよう、グロープラグ１７の通電を制御する
。
【００６８】
　以上説明したようにこの第２実施形態では、ＧＣＵ３０は、ＩＧスイッチ２５（電源ス
イッチ）のオフ操作後に電源を供給するためのメインリレー２６を所定時間、オン状態で
維持するエンジン制御システム１００（制御システム）に適用され、ＧＣＵ３０は、エン
ジン１０の停止から再始動までの時間が所定時間内となる場合、既に記憶されている目標
抵抗値を使用して、グロープラグ１７♯１～１７♯４の抵抗値を制御する。上記構成によ
り、エンジン１０が停止されてから再始動までの時間が短い場合、すでに記憶されている
目標抵抗値を使用して抵抗値制御を実施するため、再始動後の抵抗の制御を開始するまで
の時間を短くすることができる。
【００６９】
　ＧＣＵ３０は、エンジン１０が停止されてから再始動するまでの期間が短くなるに従い
、再始動後の急速昇温を実施する期間を短くする。上記構成により、エンジン１０が停止
されてから再始動するまでの時間が短い場合、急速昇温を実施する期間が短くなるため、
グロープラグ１７♯１～１７♯４の温度の過上昇を抑制することができ、温度の過上昇に
伴うグロープラグ１７♯１～１７♯４の劣化を抑制することができる。
【００７０】
　（第３実施形態）
　グロープラグ１７の抵抗値（目標抵抗値）の取得は、ＩＧオン時以外の所定期間で取得
するものであってもよい。図１０は、第３実施形態に係るＧＣＵ３０が定電力制御と抵抗
制御を実施するタイミングを示す動作チャートである。
【００７１】
　図１０では、ＧＣＵ３０は、目標抵抗値Ｔｇを取得するために実施される定電力制御を
、エンジン１０の始動後（クランキング終了後）のアイドリング時や、ＩＧオフ時の一定
期間において実施する。無論、グロープラグ１７の温度を制御するための抵抗値制御は、
ＩＧオン時において実施されるため、ＩＧオン時は第２実施形態で示したいように前回取
得した目標抵抗値Ｔｇを用いて抵抗制御を実施することになる。
【００７２】
　（その他の実施形態）
　ＧＣＵ３０は、接続可能なグロープラグ１７の数に応じた電圧検出部３２、電流検出部
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３４を備える以外にも、上述した各部を一組だけ備え、その一組により、全てのグロープ
ラグ１７の温度制御を実施する構成としてもよい。この場合、図４のステップＳ１４の定
電力制御及びステップＳ１７の抵抗値制御は、各グロープラグ１７♯１～１７♯４に対し
て時系列をずらして実施される。
【００７３】
　グロープラグ１７をセラミックグロープラグとしたが、通電によって発熱するとともに
、自身の温度変化に応じて自身の抵抗値が変化するグロープラグであればよく、金属グロ
ープラグとしてもよい。
・エンジン１０が４個のグロープラグ１７を備えることは一例に過ぎず、気筒数に応じた
数のグロープラグ１７を備える構成としてもよい。
【００７４】
　・発熱体をグロープラグ１７としたことは一例に過ぎず、エンジン１０に備えられ、温
度制御が実施されるものであればどのようなものであってもよい。
【符号の説明】
【００７５】
　１０…エンジン、１７…グロープラグ、２５…ＩＧスイッチ、２６…メインリレー、３
０…ＧＣＵ。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】

【図７】
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